
 

別紙 1 

社会医療法人鳩仁会 臨床研究審査委員会 (IRB) 名簿 

 
 

令和 7 年 10 月 1 日 

 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (令和 3 年 3 月 23 日)（令和 4 年 3 月 10 日一

部改正）（令和 5 年 3 月 27 日一部改正）に則り、社会医療法人鳩仁会倫理委員会は下記の全てを満たす

こととする。 

 

① 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれていること 

② 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること 

③ 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者が含まれていること 

④ 倫理審査委員会の設置者の所属機関に所属しない者が複数含まれていること 

⑤ 男女両性で構成されていること 

⑥ ５名以上であること 

 

 

医学・医療の専門家 

 

１、  山下診療部長 (委員長) 

 

２、  市原診療部長 (副委員長) 

 

３、  櫻田統括副院長 

 

４、  高田看護部長 

 

５、  田中薬剤部長 

 

     

法律学の専門家など人文・社会科学の有識者 (兼外部委員) 

 

１、   田中弁護士 (外部委員) 
 

一般の立場を代表する者 

 

１、   皿谷事務部長 

 

外部委員 [IRB (Institutional Review Board, 臨床研究審査委員会)を開催する際に１名を招集する] 

 

１、 塚本 泰司 先生 (元札幌医科大学学長、坂泌尿器科病院 顧問) 

 

 

 

 

以上 


